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令和５年 第１回（３月） 筑紫野市議会定例会 

【総務市民委員会 委員長報告】 

 

議案第１号から議案第５号までの５件について、審査の経過と 

結果をご報告いたします。 

まず、『議案第１号 筑紫野市職員の給与に関する条例の一部を

改正する条例の制定』の件について、ご報告いたします。 

本件は、管理監督の地位にある職員に支給する管理職手当につい

て、その職務・職責を端的に反映するため手当の定額化を行うもの

です。また、災害等に対処するため、管理監督職員が臨時・緊急的

に週休日等に勤務した場合に支給する管理職員特別勤務手当に 

ついても、国家公務員の制度に準じ、支給水準を見直すものです。 

委員会では、職務・職責を端的に反映させる管理職手当の金額は

どのように決めるのか、との質疑があり、執行部からは、本条例に

おいて規定されている職務の級に応じて、国家公務員の管理職手当

の金額にあわせ決定したいと考えている、との答弁がありました。 

討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案のとおり可決 

すべきものと決しました。 

 

次に、『議案第２号 筑紫野市住宅新築資金等公債償還積立金 

条例の全部を改正する条例の制定』の件について、ご報告いたしま

す。 

本件は、筑紫野市住宅新築資金等公債償還積立金の目的である 



 2 

公債償還が、令和４年３月３１日に完済したことから、筑紫野市 

住宅新築資金等 公債償還積立金条例を、筑紫野市 住宅新築資金等

貸付事業財政調整基金条例に全部改正するものです。 

委員会では、この条例を全部改正する目的は、との質疑があり、

執行部からは、当該事業については、国・県から補助を受けており、

事業終了時に黒字となっている場合は、その返納を求めるという 

考えを、県が示していることから、当該基金を返納時の原資として

積み立てておくためである、との答弁がありました。 

討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案のとおり可決 

すべきものと決しました。 

 

次に、『議案第３号 筑紫野市国民健康保険税条例の一部を改正

する条例の制定』の件について、ご報告いたします。 

本件は、国民健康保険事業の安定的な運営のため、国民健康保険

税の税率等を改定するものです。 

委員会では、介護納付金分の所得割及び均等割額が、県内他市 

より高いのはどのような理由か、との質疑があり、執行部からは、

介護納付金分については、従来から財源不足が生じていたため、 

令和４年度に、県が定める標準保険税率に基づき大幅な改定を  

行ったが、本市においては、その税率の算定根拠となる２号被保険

者の割合が低い傾向にあること、また、平等割が設定されていない

ことにより、他市より税率や税額が高い傾向にある、との答弁が 

ありました。 
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討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案のとおり可決 

すべきものと決しました。 

 

次に、『議案第４号 筑紫野市重度障害者医療費の支給に関する

条例の一部を改正する条例の制定』の件について、ご報告いたし 

ます。 

本件は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律等の一部を改正する法律の公布により、居住地特例対象施設

に介護保険施設を追加するものです。 

委員会では、適用される市内の施設は、どのような種類のものが

何か所あるのか、との質疑があり、執行部からは、介護老人福祉 

施設やグループホーム、住宅型の有料老人ホームなど、市内に４７

か所ある、との答弁がありました。 

討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案のとおり可決 

すべきものと決しました。 

 

次に、『議案第５号 筑紫野市国民健康保険条例の一部を改正 

する条例の制定』の件について、ご報告いたします。 

 本件は、健康保険法施行令の改正により、出産育児一時金の支給

額を８万円増額するものです。 

 委員会では、この改正が被保険者へどのように影響するか、との

質疑があり、執行部からは、近年、出産費用の高額化が進んでおり、

今回の条例改正により、平均的な出産費用を賄えるようになる  
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のではないか、との答弁がありました。 

討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案のとおり可決 

すべきものと決しました。 

以上、報告を終わります。 
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令和５年 第１回（３月） 筑紫野市議会定例会 

【総務市民委員会 委員長報告】 

 

議案第１５号及び議案第１６号の２件について、審査の経過と 

結果をご報告いたします。 

まず、『議案第１５号 令和４年度筑紫野市一般会計補正予算 

（第１０号）』の件について、ご報告いたします。 

本件の主な内容は、歳出予算として、基金積立事業を２０億  

８，７３６万６千円、感染症流行下における学校教育活動体制整備

事業として合計１，５００万円の増額など、歳入予算として、  

前年度繰越金６億５，１０５万６千円、地方消費税交付金４億  

８，８４３万９千円の増額などをするものであり、歳入歳出   

それぞれ１５億９，０１４万１千円を増額し、歳入歳出予算の総額

を３８８億７，７７６万７千円とするものです。 

 委員会では、子どもの安心・安全対策支援事業について、   

どのような安全装置が導入されるのか、との質疑があり、執行部 

からは、国が示したガイドラインに適合する装置を導入していく 

ことになるが、具体的には、国が公表している安全装置のリスト 

から、園が選定していくことになる、との答弁がありました。 

また、一委員から、児童・生徒への図書カード支給事業について、

郵便料の減額理由は、との質疑があり、執行部からは、同時期に 

行った子育て世帯へのおこめ券支給事業と合わせて郵送したため

である、との答弁がありました。 
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討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案のとおり可決 

すべきものと決しました。 

 

次に、『議案第１６号 令和４年度筑紫野市国民健康保険事業 

特別会計補正予算（第４号）』の件について、ご報告いたします。 

本件の主な内容は、歳出予算では、保険給付費等支払準備基金 

への積立金として６，３９７万２千円の増額、保険給付費等交付金

償還金として６，９７４万１千円の減額など、歳入予算では、一般

被保険者 国民健康保険税 医療給付費分 現年課税分６，００２万

４千円の減額などをするもので、歳入歳出それぞれ２，５６２万 

９千円を減額し、歳入歳出予算の総額を１００億９，６３４万７千

円とするものです。 

委員会では、口座振替受付サービスの対象となる銀行は、との 

質疑があり、執行部からは、福岡銀行、西日本シティ銀行、筑邦 

銀行、佐賀銀行、北九州銀行の５行である、との答弁がありました。 

討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案のとおり可決 

すべきものと決しました。 

以上、報告を終わります。 
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令和５年 第１回（３月） 筑紫野市議会定例会 

【総務市民委員会 委員長報告】 

 

『議案第１８号 令和４年度筑紫野市後期高齢者医療事業特別

会計補正予算（第３号）』の件について、審査の経過と結果を  

ご報告いたします。 

本件の主な内容は、歳出予算では、令和４年度の負担額が確定 

したことによる広域連合納付金６０１万２千円の減額、歳入予算 

では、保険基盤安定繰入金を同額減額するもので、歳入歳出    

それぞれ６０１万２千円を減額し、歳入歳出予算の総額を２６億 

２，２７７万円とするものです。 

質疑、討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

以上、報告を終わります。 
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令和５年 第１回（３月） 筑紫野市議会定例会 

【総務市民委員会 委員長報告】 

 

議案第２０号から議案第２２号の３件について、審査の経過と 

結果をご報告いたします。 

まず、『議案第２０号 令和４年度筑紫野市二日市財産区特別 

会計補正予算（第１号）』の件について、ご報告いたします。 

本件の主な内容は、先進地視察の中止に伴う特別旅費の減額補正

及び繰越金増額に伴う積立金の増額補正等で、歳入歳出予算の総額

をそれぞれ３７万３千円増額し、歳入歳出予算の総額を３３４万円

とするものです。 

なお、この予算は２月２１日に開催された管理会の同意を得て、

提案されました。 

委員会では、湯町駐車場に設置してある湯町区防災倉庫の貸付に

関し、減免に至った経緯は、との質疑があり、執行部からは、平成

２６年度に湯町区から倉庫を設置したい旨の依頼があり、管理会の

同意を得て貸付料を徴収していたが、２年ほど前から、防災倉庫に

ついては、減免すべきとの意見があり、管理会において同意した 

ため、今年度より減免している、との答弁がありました。 

討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案のとおり可決 

すべきものと決しました。 

 

次に、『議案第２１号 令和４年度筑紫野市御笠財産区特別会計
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補正予算（第１号）』の件について、ご報告いたします。 

本件の主な内容は、育林事業等委託料の確定による減額補正等で、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ１２０万８千円減額し、歳入歳出 

予算の総額を２３２万３千円とするものです。 

なお、この予算は２月２０日に開催された管理会の同意を得て、

提案されました。 

委員会では、委託料の減額補正理由は、との質疑があり、執行部

からは、施工面積の変更による入札減や、費用確定によるもので 

ある、との答弁がありました。 

討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案のとおり可決 

すべきものと決しました。 

 

次に、『議案第２２号 令和４年度筑紫野市平等寺山財産区特別

会計補正予算（第１号）』の件について、ご報告いたします。 

本件の主な内容は、先進地視察の中止に伴う特別旅費の減額補正

及び繰越金増額に伴う積立金の増額補正等で、歳入歳出予算の総額

をそれぞれ２９９万９千円増額し、歳入歳出予算の総額を５８４万

１千円とするものです。 

なお、この予算は２月２４日に開催された管理会の同意を得て、

提案されました。 

質疑、討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

以上、報告を終わります 
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令和５年 第１回（３月） 筑紫野市議会定例会 

【総務市民委員会 委員長報告】 

 

議案第２５号から議案第２７号の３件について、審査の経過と 

結果をご報告いたします。 

まず、『議案第２５号 令和５年度筑紫野市一般会計暫定予算』

の件について、ご報告いたします。 

本予算は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１７０億９，５００万

円とするものであり、執行部から、令和５年度一般会計予算は、 

統一地方選挙を控えているため暫定予算としており、基本的に４月

から７月までの４か月間に必要な予算を計上しているが、市民生活

の安全安心にかかわるもの、早期の対応が必要なもの、国・県の 

補助事業や継続性が求められる事業などは年間所要額を計上して

いる、との説明を受けました。 

委員会では、庁舎管理事業を含む公共施設の電気料について、 

どのように計上しているか、との質疑があり、執行部からは、  

エネルギー価格が高騰しており、前年比で約１億５，０００万円 

増額になると見込んでいるが、暫定予算には、７月までの支出見込

額を計上している、との答弁がありました。 

また、一委員から、情報系システム等管理・運営事業について、

庁用器具購入費は、ネット環境充実のための費用であるのか、との

質疑があり、執行部からは、職員が使用している、更新時期を  

迎えるパソコンを更新するためのものである、との答弁が      
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ありました。 

討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案のとおり可決 

すべきものと決しました。 

 

次に、『議案第２６号 令和５年度筑紫野市国民健康保険事業 

特別会計予算』の件について、ご報告いたします。 

 本予算は、保険給付事業が主なものであり、歳入歳出予算の総額

をそれぞれ１００億８，０２５万１千円とするものです。 

委員会では、出産育児一時金について、対象者数の根拠は、との

質疑があり、執行部からは、令和元年度６５件、令和２年度７２件、

令和３年度５２件、令和５年２月までで６１件の申請があり、  

過去の支給実績件数から、不足が生じぬよう７８件と想定している、

との答弁がありました。 

討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案のとおり可決 

すべきものと決しました。 

 

次に、『議案第２７号 令和５年度筑紫野市住宅新築資金等貸付

事業特別会計予算』の件について、ご報告いたします。 

 本予算は、貸付金の償還が主な事業であり、歳入歳出予算の総額

をそれぞれ２２０万６千円とするものです。 

質疑、討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

以上、報告を終わります。 
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令和５年 第１回（３月） 筑紫野市議会定例会 

【総務市民委員会 委員長報告】 

 

『議案第３０号 令和５年度筑紫野市後期高齢者医療事業特別

会計予算』の件について、審査の経過と結果をご報告いたします。 

本予算は、福岡県後期高齢者医療広域連合への納付金が主なもの

であり、歳入歳出予算をそれぞれ２８億１，５１５万５千円とする

ものです。 

質疑、討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

以上、報告を終わります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

令和５年 第１回（３月） 筑紫野市議会定例会 

【総務市民委員会 委員長報告】 

 

議案第３２号から議案第３４号までの３件について、審査の経過

と結果をご報告いたします。 

まず、『議案第３２号 令和５年度筑紫野市二日市財産区特別 

会計予算』の件について、ご報告いたします。 

本予算は、歳入歳出予算の総額を２９２万１千円とするもので 

あり、湯町にある駐車場の維持管理が主な事業です。 

なお、この予算は２月２１日に開催された管理会の同意を得て、

提案されました。 

質疑、討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

次に、『議案第３３号 令和５年度筑紫野市御笠財産区特別会計

予算』の件について、ご報告いたします。 

本予算は、歳入歳出予算の総額を２９５万３千円とするもので 

あり、山林の管理が主な事業です。 

なお、この予算は２月２０日に開催された管理会の同意を得て、

提案されました。 

質疑、討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案のとおり

可決すべきものと決しました。 
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次に、『議案第３４号 令和５年度筑紫野市平等寺山財産区  

特別会計予算』の件について、ご報告いたします。 

本予算は、歳入歳出予算の総額を５，５５８万７千円とするもの

であり、山林の管理が主な事業です。 

なお、この予算は２月２４日に開催された管理会の同意を得て、

提案されました。 

質疑、討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

以上、報告を終わります。 

 

 

 

 

 


